
厚木市農畜産物等移動販売車運行事業費補助金交付要綱 
 

（趣旨） 
第１条  この要綱は、農業者団体等が運行する農畜産物等移動販売車の継続的

かつ安定的な運行を支援するため、予算の範囲内において厚木市農畜産物等

移動販売車運行事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付することにつ

いて、厚木市補助金等交付規則（昭和 45 年厚木市規則第５号）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 
（補助金交付対象者） 
第２条  補助金の交付対象者は、次に掲げるものとする。 
（1）主に農業収入により生計を立てている３人以上の農業者で組織する団体 
（2）農業協同組合及び農事組合法人 
２ 交付対象者は、週４日以上定期的に移動販売車を運行し、市内の複数箇所

において、不特定多数の者に農畜産物等を販売するものとする。 
（補助対象経費） 
第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、 
移動販売車運行事業（以下「補助対象事業」という。）に要する経費のうち、

次に掲げるものとする。 
（1）燃料費 

（2）車両点検整備費用 

（3）保険料 
（補助金の額） 
第４条  補助の割合は、補助対象経費の 35 パーセント以内の額とする。 
２  前項の規定により算出した補助金の額に 1,000 円未満の端数があるときは

その端数を切り捨てるものとする。 
（交付申請） 
第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、厚木

市農畜産物等移動販売車運行事業費補助金交付申請書（第１号様式）に次に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 
（1）事業計画書 

（2）収支予算書 
（交付決定） 
第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、

適当と認めたものについて、補助金の交付を決定し、厚木市農畜産物等移動

販売車運行事業費補助金交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知

するものとする。 
２ 市長は、補助金の交付を決定する場合は、次に掲げる条件を付するものと

する。 



（1）補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分の変更をしようとする場合は、

あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象経費の合計の 30 パ

ーセント以内の変更については、この限りでない。 
（2）補助対象事業を中止しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受ける

こと。 

（3）補助対象事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しな

い場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告

し、その指示を受けること。 
（変更の承認） 
第７条 補助金の交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、

前条第２項第１号及び第２号の規定に基づく市長の承認を受けようとする場

合は、厚木市農畜産物等移動販売車運行事業変更（中止）承認申請書（第３

号様式）に変更の内容及び理由又は中止の理由を記載した書類を添えて市長

に申請するものとする。 
２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、厚木

市農畜産物等移動販売車運行事業変更（中止）承認通知書（第４号様式）に

より交付決定者に通知するものとする。 
（事業実績の報告） 
第８条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、厚木市農畜産物等移

動販売車運行事業実績報告書（第５号様式）に次に掲げる書類を添えて、補

助対象事業完了の日又は市の会計年度が終了した日から30日以内に市長に報

告しなければならない。 
（1）事業実績書 

（2）収支精算書 

（3）補助対象経費の支払を証明する書類の写し  
（補助金の支払） 
第９条 補助金は、前条の規定により実績報告書の提出を受け、市長が補助対

象事業の完了を確認した後に支払うものとする。 
（交付決定の取消し等） 
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部若し

くは一部を返還させることができる。 
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、補助対象事業に関し、補助金の交付決定の内

容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。 
（財産処分の制限） 
第 11 条  交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産



を市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 
（終期の設定) 
第 12 条 補助金交付対象期間は、特別な事情がない限りこの要綱の施行の日か

ら３年とする。 
２ 前項に規定する期間の経過後、市長は、補助対象事業の内容を点検し、必

要と認める場合は、期間を延長することができる。 
 
附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第５条関係） 

 

厚木市農畜産物等移動販売車運行事業費補助金交付申請書 

 

                           年  月  日 

 

（宛先）厚木市長 

 

               住所又は所在地 

 

               団体名 

 

氏名又は代表者名           ㊞ 

 

 次のとおり申請します。 

 

１ 施行場所 

 

 

 

２ 申請金額等 

申請金額               円 

算出基礎  

３ 計画概要  

４ 事業効果  

５ 着手予定年月日 

 

 

 

６ 完了予定年月日 

 

 

 

７ 添付書類 
□事業計画書 □収支予算書 

 

 

 

 



 

第２号様式（第６条関係） 

 

厚木市農畜産物等移動販売車運行事業費補助金交付決定通知書 

 

                            年  月  日 

          様 

 

                 厚木市長                  ㊞ 

 

   年  月  日付けで申請のあった標記補助金については、次のとおり

決定したので、通知します。 

 

１ 補助金交付

決定金額 

 

                円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 補助条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）補助金は、厚木市農畜産物等移動販売車運行事業のため

交付するものであり、目的外への使用は一切しないこと。 

（2）補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分を変更し、

又は中止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受け

ること。ただし、補助対象経費の合計の 30％以内の変更に

ついては、この限りでない。 

（3）補助対象事業が予定の期間に完了する見込みのない場合

若しくは完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難

となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受け

ること。 

（4）市の監査等を求められたときは関係書類を提示するこ

と。 

(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を

市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して利用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはなら

ないこと。 

（6）不正な方法等により補助金の交付を受けたことが判明し

た場合には、補助金交付の決定が取り消され、交付された

補助金の全部または一部の返還を命ずることができるも

のであること。 

（7）補助対象事業が完了したときは、定められた期限までに

事業実績報告を行うこと。 

（8）交付時期 事業完了後 

 

 



 

第３号様式（第７条関係） 

 

  厚木市農畜産物等移動販売車運行事業変更（中止）承認申請書 

 

                           年  月  日 

 

（宛先）厚木市長 

 

               住所又は所在地 

 

               団体名 

 

               氏名又は代表者名          ㊞ 

 

 次のとおり申請します。 

 

 

１ 事 業 の 内 容 

 

 

 

 

２ 変更事業計画書

（中止）の内容 

 

変更(中止) 前 

 

 

 

変更(中止) 後 

 

 

 

３ 変更（中止）の 

理由 

 

 

 

４ 添 付 書 類 

 

 

□変更事業計画書 □変更収支予算書  

 

 

５ 注 意 事 項 

 

 

変更計画書は、変更（中止）後のものと対照できるよ

う、変更（中止）前を括弧書きで上段に、変更（中止）

後のものを下段に２段書きする。 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

厚木市農畜産物等移動販売車運行事業変更（中止）承認通知書 

 

                            年  月  日 

          様 

 

                 厚木市長               ㊞ 

 

 次のとおり承認します。 

 

 

１ 変更後補助金額 

 

 

                  円 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指示事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第８条関係） 

 

厚木市農畜産物等移動販売車運行事業実績報告書 

 

                           年  月  日 

 

（宛先）厚木市長 

 

               住所又は所在地 

 

               団体名 

 

氏名又は代表者名          ㊞ 

  

 次のとおり報告します。 

 

 

１ 施 行 場 所 

 

 

 

２ 事 業 費 

 

 

                     円 

 

３ 補 助 交 付 

 決 定 額 

 

                                          円 

 

４ 事 業 完 了 

 年 月 日 

 

              年   月   日 

 

５ 実績の概要 

（内容、効果等） 

 

 

６ 添 付 書 類 

 

□事業実績書 □収支精算書 

□補助対象経費の支払を証明する書類の写し 

 


